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(57)【要約】
【課題】高い通気性を有し、外観にもすぐれた玄関収納
キャビネットを提供する。
【解決手段】開き戸７は、開き戸７を構成する戸板７１
の一方の側端部７１ａが側板３に回動自在に取り付けら
れた構造とされ、天板１および台座部５の各前端部１ａ
、５ａが戸板７１の取り付け位置より奥方に配されて、
戸板７１と天板１の前端部１ａとの間、および戸板７１
と台座部５の前端部５ａとの間に通気開口が形成され、
天板１または台座部５の各前端部１ａ、５ａには、戸板
７１の開放端部７１ｂと当接する戸当り部材１５が、前
方に突出するように設けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天板、側板、台座部を有した箱体の前面に開き戸を設けた玄関収納キャビネットにおい
て、
　上記開き戸は、開き戸を構成する戸板の一方の側端部が上記側板に回動自在に取り付け
られた構造とされ、
　上記天板および上記台座部の各前端部が上記戸板の取り付け位置より奥方に配されて、
上記戸板と上記天板の前端部との間、および上記戸板と上記台座部の前端部との間に通気
開口が形成され、上記天板または上記台座部の各前端部には、上記戸板の開放端部と当接
する戸当り部材が、前方に突出するように設けられていることを特徴とする玄関収納キャ
ビネット。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記天板の前端部には上記箱体内空間を隠す目隠し部が形成され、該目隠し部に上記戸
当り部材が取り付けられている玄関収納キャビネット。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　上記天板の上にカウンターがさらに設けられ、該カウンターの前端部が上記開き戸より
も前方に突出している玄関収納キャビネット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、履物等を収納するための両開き式の玄関収納キャビネットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種の玄関収納キャビネットには、キャビネット内の防カビ、防臭対策として
、扉にパンチングメタル、スリット、ルーバーなどの開口を設けて扉が閉じた状態でも通
気できるようにしたものがある。
【０００３】
　さらに、特許文献１に示すように、開き戸の背面の略全面に上下に通じる通気用凹部を
設けて通気用空間を形成するようにしたものも提案されている。具体的には、開き戸を構
成する各戸板の両側端にヒンジ結合用および突き合わせ用の側縁突片部を設けることで、
背面に略全面わたる通気用凹部を形成しており、戸板自体は平面視でコ字形となっている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６－４６９２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、同文献のキャビネットで通気用空間をより広く形成して通気機能を高め
るためには、側縁突片部の突出寸法を大きくして開き戸を前方に突出させる必要がある。
しかし、側縁突片部の突出寸法を大きくしすぎると、両戸板の突き合わせがスムーズにな
されないおそれがある。また、開き戸の側縁突片部が突出しすぎると開き戸が全体として
前方に飛び出して外観が悪くなるし、側縁突片部自体が開き戸を開けたときの美観を損ね
るという問題もある。
【０００６】
　本発明は、このような事情を考慮して提案されたもので、その目的は、高い通気性を有
し、外観にもすぐれた玄関収納キャビネットを提供することにある。
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【０００７】
　また、図６は開き戸の背面側に通気用空間のない従来の玄関収納キャビネットの概略側
断面図であり、本発明の比較参考図として示している。このキャビネット１００では、開
き戸１０１が閉じている状態では、上下において開き戸１０１と箱体１０２との隙間はほ
とんど形成されておらず、外部から空気が入り込むことはなく通気はほとんどさなれない
。なお、図６において、１０３、１０４、１０５はそれぞれ、箱体１０２を構成する天板
、台座部（地板と脚部）、側板、地板を示し、１０６は天板１０３の上に配設されるカウ
ンター、１０７は箱体内空間に配設される棚板を示している。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の玄関収納キャビネットは、天板、側板、
台座部を有した箱体の前面に開き戸を設けた玄関収納キャビネットにおいて、開き戸は、
開き戸を構成する戸板の一方の側端部が上記側板に回動自在に取り付けられた構造とされ
、天板および台座部の各前端部が戸板の取り付け位置より奥方に配されて、戸板と天板の
前端部との間、および戸板と台座部の前端部との間に通気開口が形成され、天板または台
座部の各前端部には、戸板の開放端部と当接する戸当り部材が、前方に突出するように設
けられていることを特徴とする。
【０００９】
　この構成によれば、天板および台座部の前端を後退させるだけで通気開口を大きく形成
することができ、その結果、通気機能を向上させることができる。また、戸当り部材を設
けているので、開き戸を閉止する際に戸板の開放端部を適切に突き合わせることができ、
開放端部やヒンジ部への負担を防止できる。また、最前面側に配される戸板になんら加工
しなくてよいため、美観が損なわれるおそれもない。さらに、戸当り部材によって戸板の
通気用空間への抵触を防止できるので、開き戸の閉止が箱体内空間の通気を妨げることも
ない。
【００１０】
　またさらに、通気開口が手指を挿入できる程度の寸法であれば、その通気開口に手指を
挿入して開き戸を開操作することができ、利便性を高められる。特に、キャビネットを玄
関廊下から玄関土間にまたがるように設ける場合には、台座部側の通気開口が廊下床面と
略同じ高さに配されるため、上がり框に腰掛けた状態での開き戸の開操作がきわめて楽に
行える。また、通気開口が杷手代わりとなるため玄関収納キャビネットを杷手レスにする
ことができる。
【００１１】
　請求項２に記載の玄関収納キャビネットは、天板の前端部に箱体内空間を隠す目隠し部
が形成され、その目隠し部に上記戸当り部材が取り付けられている。
【００１２】
　この構成によれば、天板の前端部に目隠し部が形成されているため、外部から戸板と天
板との間の通気開口を通じて箱体内空間が見えないようにすることができる。すなわち、
目隠し部があるため、大きな通気用空間を確保するために通気開口の奥行き寸法を大きく
しても美観が損なわれることはない。
【００１３】
　請求項３に記載の玄関収納キャビネットは、天板の上にカウンターがさらに設けられ、
そのカウンターの前端部が開き戸よりも前方に突出している。
【００１４】
　この構成によれば、前方に突出したカウンターが設けられているため、前方斜め上方か
ら箱体内空間が見えることを防止でき、通気開口により美観が悪化することを回避できる
。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の玄関収納キャビネットは上記のような構成であるため、高い通気性が期待でき
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、外観が悪くなるおそれもない。また、簡易な構造でもあるため製造コストを低く抑えら
れる。さらに、通気開口を手指の挿入が可能なものとすれば、通気開口を杷手代わりとし
て利用でき、利便性にもすぐれた玄関収納キャビネットとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の玄関収納キャビネットの第１実施形態を示す概略側断面図である。
【図２】（ａ）は同実施形態の玄関収納キャビネットの部分正面図、（ｂ）は同部分側断
面図である。
【図３】（ａ）は同玄関収納キャビネットの部分横断面図、（ｂ）は戸当り部材の斜視図
である。
【図４】同玄関収納キャビネットの外観斜視図である。
【図５】本発明の玄関収納キャビネットの第２実施形態を示す概略側断面図である。
【図６】従来の玄関収納キャビネットの概略側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明の実施の形態について、添付図面を参照しながら説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の玄関収納キャビネットの第１実施形態を示す概略側断面図である。図
２（ａ）は同実施形態の玄関収納キャビネットの部分正面図、図２（ｂ）は同部分側断面
図である。図３（ａ）は同玄関収納キャビネットの部分横断面図、図３（ｂ）は同玄関収
納キャビネットに使用される戸当り部材の斜視図である。また、図４は同玄関収納キャビ
ネットの外観斜視図である。なお図１は、同玄関収納キャビネットの構造および通気の流
れを説明するために概略的に示したものであり、図２等にて図示した戸当り部材１５につ
いては図示を省略している。
【００１９】
　この玄関収納キャビネットＣ（以下、キャビネットＣと略す）は、図１および図４に示
すように、天板１、２枚の側板３、３、台座部５および背板４を有した箱体Ｂの前面に、
両開き式の開き戸７が設けられて構成されている。なお図例では、台座部５は底板５１と
脚部５２とよりなり、側板３が床面まで延びて台座部５を隠すようにしているが、台輪に
より台座部を構成しもよいし、地板のみによって台座部を構成してもよい。
【００２０】
　これらの構成部材は木質あるいは合成樹脂ボードよりなり、これらをダボ接合、接着、
ヒンジ結合等によって結合させてキャビネットＣとして一体化させている。
【００２１】
　本実施形態で示したキャビネットＣは、高さ寸法を８０～１２０ｃｍとし、玄関の上が
り框に腰掛けた状態でも上端に手が届く程度の低タイプのものであり、天板１の上にはさ
らにカウンター６が設置され、その上に花びんや置物が載置できるようになっている。こ
のカウンター６の前端部６ａは開き戸７よりも前方に突出している。
【００２２】
　開き戸７を構成する２枚の戸板７１のそれぞれは、回動軸側の側端部７１ａが、対応す
る側板３にヒンジ結合されて回動自在となっている。また後述するように、この側板３に
比べて、天板１および台座部５の各前端部１ａ、５ａは戸板７１の取り付け位置より奥方
に配されている。
【００２３】
　箱体内空間Ｓには、位置変更が可能な複数段の棚板８が両側板３、３間に架設されてい
る。この棚板８の前後（図１における左右）には、上下方向に連通する間隙空間Ｓ１、Ｓ
１が形成されている。
【００２４】
　また、天板１の前端部１ａには、天板１よりも厚みのある厚板部材２が取り付けられて
いる。この厚板部材２は後述する目隠し部２Ａを構成している。なお、この厚板部材２は
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天板１と同一素材あるいは素材が異なっても少なくとも同色のものを使用することが望ま
しい。この厚板部材２の前端から垂線を下ろした位置と略同位置に地板７１の前端部が配
されるように、台座部５が配設されている。
【００２５】
　そして、戸板７１と天板１の前端部１ａ（厚板部材２）との間、および戸板７１と台座
部５の前端部５ａとの間のそれぞれには、箱体Ｂの前方から箱体Ｂ内に手指を挿入できる
程度の開口が形成されており、この開口が通気開口１０を構成している。
【００２６】
　天板１側では、開き戸７とカウンター６との間に、通気開口１０に連通する、手指の挿
入開口１１が形成されており、これらの２つの開口が外部との空気の出入口として機能す
る一方、台座部５側では、通気開口１１が空気の出入口として機能する。また、天地の通
気開口１０、１０は上下方向に連通し、天板１と地板５１の前端同士を結ぶ線（図１中、
二点鎖線で図示）と、戸板７１の背面との間に配された通気用空間１２を形成している。
【００２７】
　天地の通気開口１０、１０は、手指が挿入できる程度に開口されていることが望ましい
が、少なくとも空気が出入りできる程度であればよい。また、天板１側に設ける手指の挿
入空間１１についても同様である。
【００２８】
　この通気用空間１２は従来のキャビネット１００には形成されてない（図１と図５を比
較参照）。さらに図１に示すように、棚板８の前方の間隙空間Ｓ１と合わせて奥方に広が
りのある通気空間を形成することが望ましい。また、棚板８の後方にも間隙空間Ｓ１が形
成されているため、通気開口１０より入ってきた空気は箱体内空間Ｓの全体にわたって循
環する。
【００２９】
　この奥行き寸法が十分に大きな通気用空間１２は、上述したように、戸板７１自体を加
工することによって形成されるものではなく、天板１および台座部５の前端部１ａ、５ａ
を後退させ奥方に配して通気開口１０を形成することで形成できる（図１と図５を比較参
照）。よって、戸板を加工することなく、またキャビネットＣ全体を大型化することなく
簡易に通気機能を向上させることができる。また、天板１および台座部５の各前端部１ａ
、５ａを戸板７１の取り付け位置より奥方に配した構成であるため、外観が悪くなるおそ
れはいっさいない。
【００３０】
　このように、通気開口１０によってキャビネットＣ内に新しい空気を送り込み、箱体内
の空気を排出することができるから、防カビ、防臭効果が向上し、履物を長持ちさせるこ
とができる。
【００３１】
　また、本実施形態では、通気開口１０は手指を挿入できる程度の間隔があるから、天板
１側では手指の挿入開口１１を通じて通気開口１０に手指を挿入し、一方、台座部５側で
は通気開口１０に直接手指を挿入して開き戸７を開操作することもできる。これによって
、開き戸７を杷手レスとすることもできる。
【００３２】
　このように、キャビネットＣの天地には通気開口１０、１０が形成されているが、低タ
イプのキャビネットＣであれば、天板１側では、前方斜め上方から手指の挿入開口１１、
通気開口１０を通じて箱体内空間Ｓが覗き見えるおそれがある。本実施形態では、このよ
うに箱体内空間Ｓが見えることを防止するために、厚板部材２を天板１の前端部１ａに設
けて目隠し部２Ａを構成している。
【００３３】
　この目隠し部２Ａが形成されているため、大きな通気用空間１２を確保するために通気
開口１０の奥行き寸法を大きくしても美観が損なわれることはない。特に、開き戸７の上
端位置が天板１の下面位置よりも低い場合に、目隠し部２Ａを設けることが効果的である
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。
【００３４】
　目隠し部２Ａは、少なくとも水平方向から目隠し部２Ａの下面が見えないような厚みと
することが望ましい。つまり、開き戸７の上端位置が目隠し部２Ａの下面位置よりも高い
位置となるように戸板７１を配設することが望ましい。特に開き戸７の上端位置は、カウ
ンター６との間の手指の挿入開口１１の上下方向の間隔を律するものであり、その位置を
定めることで厚板部材２の下面位置を調整すればよい。
【００３５】
　また、カウンター６の前端部６ａは開き戸７よりも前方に突出しており、この突出部も
目隠しとして作用するので、じゃまにならない程度に突出させることが望ましい。
【００３６】
　このように、通気開口１０の奥行き寸法、手指の挿入開口１１の上下方向の間隔、カウ
ンター６の突出寸法およびキャビネットＣの高さ寸法は相互に密接した関係にあり、人の
平均的な身長も考慮しながら、これらの寸法を定めることが望ましい。
【００３７】
　なお目隠し部２Ａは、本実施形態のような別体とはせずに、天板１の前端部１ａのみを
厚くして一体的に形成したものでもよい。
【００３８】
　ついで、開き戸７をスムーズかつ適切に閉止させるための戸当り部材１５について説明
する。
【００３９】
　戸当り部材１５は、合成樹脂材料より製されており、天板１の前端部１ａ（目隠し部２
Ａ）および地板５１の前端部５ａにおける、戸板７１の開放端部７１ｂに対応した位置に
ビスで固定される。この戸当り部材１５は、開き戸７を閉じる際に戸板７１の開放端部７
１ｂの裏面に当接することで、開放端部７１ｂの側端面同士を適切に突き合わせる作用を
有するとともに、戸板７１が通気用空間１２に抵触することを規制する作用を有している
。
【００４０】
　図３（ｂ）は、地板５１に取り付けた状態の戸当り部材１５を斜視図で示したものであ
る。戸当り部材１５を天板１に取り付ける場合には、図２（ｂ）に示すように、図３（ｂ
）のものとは天地が逆転した状態に取り付けられる。
【００４１】
　この戸当り部材１５は、天板１側では厚板部材２の下面に、台座部５側では地板５１の
上面に取り付けられ、それぞれの角部と嵌合できるように嵌合凹部１５ａが形成されてい
る。また、嵌合凹部１５ａとは反対側の面である、箱体内空間Ｓに接する表（おもて）面
１５ｂにはビス止め部１５ｃが形成してあり、表面１５ｂ側からビス挿通孔１５ｄを通じ
て厚板部材２または地板５１に対してビス止めできるようになっている。
【００４２】
　一方、各戸板７１の開放端部７１ｂにおける戸当り部材１５に対向する箇所には、ポリ
ウレタン等の合成樹脂材料で形成されたバンポン１６が取り付けられており、開き戸７を
閉じたときに戸当りによる衝撃を吸収できるようになっている。
【００４３】
　以上のような戸当り部材１５を設けた構成によれば、開き戸７を閉止する際に戸板７１
の開放端部７１ｂ同士を適切かつスムーズに突き合わせることができ、開放端部７１ｂや
ヒンジ部への過剰な負担を防止できる。さらに戸板７１の通気用空間１２への抵触を防止
できるので、開き戸７の閉止が箱体内空間Ｓの通気を妨げることもない。
【００４４】
　つぎに、本発明の玄関収納キャビネットの第２実施形態について説明する。図５は、同
実施形態の玄関収納キャビネットの部分側断面図である。なお、第１実施形態と同様の構
成については、同一の符号を付して説明をその説明を割愛する。



(7) JP 2011-152180 A 2011.8.11

10

20

30

40

50

【００４５】
　このキャビネットＣは、第１実施形態に示したキャビネットＣ（図中、２点鎖線で示し
ている）よりも高く、高さ寸法を１８０～２４０ｃｍとし、図示するように並設して使用
してもよい。
【００４６】
　この高タイプのキャビネットＣの箱体内空間Ｓは、最上部収納部（天袋Ｓ３）、上部収
納部Ｓ４、下部収納部Ｓ５と大きく３つに分かれている。この３つの収納空間に対応して
開き戸も上部収納部Ｓ４、天袋Ｓ３兼用および下部収納部Ｓ５用の２つの開き戸７、７が
設けられている。また、箱体内空間Ｓを３つの収納空間に仕切るために、中間固定板９、
９が取り付けられている。なお、図５では不図示であるが、上部収納部Ｓ４および下部収
納部Ｓ５には棚板が側板３間に架設されている。
【００４７】
　本実施形態では、天板１と上部開き戸７との間、および台座部５と下部開き戸７との間
のそれぞれには、手指の挿入が可能な通気開口１０、１０が形成されている。くわえて上
部、下部間の中間固定板９の下部分と、下部開き戸７との間、および中間固定板９の上部
分と、上部開き戸７との間のそれぞれにも、手指を挿入できる通気開口１０、１０が形成
されている。また、天袋用地板として設けられた中間固定板９と、上部開き戸７との間に
は、天袋通気用の中間開口１３が形成されている。
【００４８】
　これらの４つの通気開口１０・・・および中間開口１３は、上下方向にキャビネットの
略全高に相当する通気用空間１２を形成させており、そのために天板１、中間固定板９、
９および台座部５の各前端は略同一の垂線上に配されている。
【００４９】
　通気開口１０・・・、中間開口１３、および、キャビネットＣの略全高に相当する通気
用空間１２によって、高タイプのキャビネットＣの箱体内空間Ｓを効率よく通気させるこ
とができる。
【００５０】
　なお、このような高タイプのキャビネットＣにおいては、天板１の通気開口１０から内
方が除き見えるおそれはない場合には、天板１の前端部１ａに目隠し部を形成する必要は
ない。
【００５１】
　また、開き戸７の閉止をスムーズにさせるために、２つの開き戸７、７の各上下端部に
相当する、天板１、中間固定板９の上下部分および地板５１の少なくとも４箇所には戸当
り部材１５が取り付けられ、それらによって戸板７１が通気用空間１２に抵触することを
規制している。なお、上部収納部Ｓ４と天袋Ｓ３の共用の開き戸７を設けた図例のような
場合には、開き戸７の上下方向の中間部に相当する中間固定板９（天袋用地板）には戸当
り部材１５を設けなくてもよい。もちろん、上部収納部Ｓ４と天袋Ｓ３に個別の開き戸を
設ける場合には、それぞれに上下２つの戸当り部材を設ける必要があることはいうまでも
ない。
【符号の説明】
【００５２】
　Ｃ　　　玄関収納キャビネット
　Ｂ　　　箱体
　１　　　天板
　１ａ　　　前端部
　２Ａ　　　目隠し部
　３　　　側板
　４　　　背板
　５　　　台座部
　５ａ　　　前端部
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　６　　　カウンター
　６ａ　　　前端部
　７　　　開き戸
　７１　　　戸板
　７１ａ　　　側端部
　７１ｂ　　　開放端部
　１０　　　通気開口
　１１　　　手指の挿入開口
　１２　　　通気用空間
　１５　　　戸当り部材

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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